
 

公益財団法人太陽北海道地域づくり財団 助成事業のフロー図 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                （採択、不採択の両方に通知書を発送します。） 

 

 

 

 

（今後実施する活動）                            

 

 

 

                          

 

 

                          

 

 

 

                                       

〔要綱違反者等〕 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

申   請 

（10月初旬から下旬まで） 

審   査     

（11月中旬から12月中旬まで） 

助 成 対 象 活 動、 
助成上限額等の決定 

（12月下旬） 

概 算 払 い（4月上旬） 

実 績 報 告 

（活動終了後30日以内） 

助 成 額 確 定 

《 要綱第13条 》 

採   択 不 採 択 

返 還 を も っ て 終 了 

概算払い額と
確定助成額が
一致した場合 

概算払い額が
確定助成額よ
り大きい場合 

一 部 返 還 

助 成 取 消 
全 額 返 還 

①  選定委員会を設置 

②  理事会は選定委員会に対して、助成対

象活動案及び各活動に対する助成上限額

案等の作成を諮問 

③  理事会は選定委員会の提案(答申)を参

考に助成対象活動及び各活動に対する助

成金額等を決定 

実 施 確 認（ 都 度 ） 当財団が必要に応じて現地調査等を実施 

領収書等必要書類を添付した実績報告書を

提出し、最終的な活動費総額を申告 

募 集 告 知    

（10月初旬） 

終   了 


